
円

選挙人名簿登録者数（橋本市）

( 54,671 人÷ 3 人

× 83 円）＋ 3,900,000 円＝ 5,412,564 円

≒ 5,412,600 円

※　上記の人数は、選挙時登録の基準日・登録日（平成２６年３月６日）現在の
　　選挙人名簿登録者数です。

計算式（１００円未満の端数は、１００円とする。）

和歌山県議会議員橋本市選挙区補欠選挙の
選挙運動に関する支出金額の制限額について

5,412,600


